
平
成
二
十
五
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号

死
体
取
扱
規
則

警
察
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
一

号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
死
体
取
扱
規

則
（
昭
和
三
十
三
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の

全
部
を
改
正
す
る
こ
の
規
則
を
制
定
す
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条
　
警
察
が
取
り
扱
う
死
体
に
係
る
通
報
、
引
渡
し

そ
の
他
行
政
上
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
警
察
等
が
取
り

扱
う
死
体
の
死
因
又
は
身
元
の
調
査
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
そ
の
他
の
法
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ

の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
領
事
機
関
へ
の
通
報
）

第
二
条
　
警
察
署
長
は
、
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
報
告
又
は
死
体
に
関
す
る
法
令
に
基
づ
く
届
出
に
係

る
死
体
の
身
元
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

当
該
死
亡
者
が
外
国
人
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き

は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
当
該
死
亡
者
が
死
亡
の
際

国
籍
を
有
し
て
い
た
国
の
領
事
機
関
（
総
領
事
館
、
領

事
館
、
副
領
事
館
又
は
代
理
領
事
事
務
所
を
い
う
。
）

に
通
報
す
る
も
の
と
す
る
。

（
指
紋
及
び
掌
紋
に
よ
る
身
元
照
会
）

第
三
条
　
警
察
署
長
は
、
取
扱
死
体
（
法
第
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
取
扱
死
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
身

元
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
当
該
取
扱
死
体
の
指
紋
及
び
掌
紋
を
押
な
つ
し
、

並
び
に
当
該
取
扱
死
体
に
関
連
す
る
事
項
を
記
載
し
た

死
者
身
元
照
会
依
頼
書
（
別
記
様
式
第
一
号
）
を
作
成

し
、
警
視
庁
、
道
府
県
警
察
本
部
又
は
方
面
本
部
の
鑑

識
課
長
（
以
下
「
鑑
識
課
長
」
と
い
う
。
）
に
こ
れ
を

送
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、
警
察
庁
刑
事
局
犯
罪
鑑
識
官

（
以
下
「
犯
罪
鑑
識
官
」
と
い
う
。
）
に
対
し
身
元
照
会

を
行
う
こ
と
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
依
頼
を
受
け
た
鑑
識
課
長
は
、

当
該
死
者
身
元
照
会
依
頼
書
に
係
る
電
磁
的
方
法
に
よ

る
記
録
を
作
成
し
、
犯
罪
鑑
識
官
に
対
し
、
当
該
記
録

を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
送
信
す
る
こ
と
に
よ
り
、
身
元

照
会
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
身
元
照
会
を
受
け
た
犯
罪
鑑
識

官
は
、
速
や
か
に
、
当
該
身
元
照
会
に
係
る
電
磁
的
方

法
に
よ
る
記
録
と
そ
の
保
管
す
る
指
掌
紋
記
録
（
指
掌

紋
取
扱
規
則
（
平
成
九
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十

三
号
）
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
掌
紋
記
録
を
い

う
。
）
と
を
対
照
し
、
直
ち
に
、
そ
の
結
果
を
当
該
身

元
照
会
を
し
た
鑑
識
課
長
に
回
答
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
回
答
を
受
け
た
鑑
識
課
長
は
、

直
ち
に
、
当
該
回
答
の
内
容
を
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

依
頼
を
し
た
警
察
署
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
死
体D

N
A

型
記
録
の
作
成
等
）

第
四
条
　
警
察
署
長
は
、
取
扱
死
体
の
組
織
の
一
部
（
以

下
「
資
料
」
と
い
う
。
）
を
採
取
し
た
場
合
に
お
い
て
、

当
該
取
扱
死
体
の
身
元
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
警
視
庁
又
は
道
府
県
警
察
本

部
の
科
学
捜
査
研
究
所
長
（
以
下
「
科
学
捜
査
研
究
所

長
」
と
い
う
。
）
に
当
該
資
料
を
送
付
す
る
こ
と
に
よ

り
、
当
該
資
料
のD

N
A

型
鑑
定
（D

N
A

型
記
録
取
扱
規

則
（
平
成
十
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）

第
二
条
第
三
号
のD

N
A

型
鑑
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
嘱
託
を
受
け
た
科
学
捜
査
研
究

所
長
は
、
当
該
嘱
託
に
係
る
資
料
のD

N
A

型
鑑
定
を
行

い
、
そ
の
特
定D

N
A

型
（D

N
A

型
記
録
取
扱
規
則
第
二

条
第
二
号
の
特
定D

N
A

型
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が

判
明
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
項
に
規
定
す
る
警
察
署

長
か
ら
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
対
照
を
す
る
必
要
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該

資
料
の
特
定D

N
A

型
そ
の
他
の
警
察
庁
長
官
が
定
め
る

事
項
の
記
録
（
以
下
「
死
体D

N
A

型
記
録
」
と
い
う
。
）

を
作
成
し
、
こ
れ
を
犯
罪
鑑
識
官
に
電
磁
的
方
法
に
よ

り
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
科
学
捜
査
研
究
所
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
送
信

を
し
た
と
き
は
、
当
該
死
体D

N
A

型
記
録
を
抹
消
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
送
信
を
受
け
た
犯
罪
鑑
識
官

は
、
速
や
か
に
、
当
該
死
体D

N
A

型
記
録
に
係
る
特
定

D
N
A

型
と
犯
罪
鑑
識
官
の
保
管
す
る
被
疑
者D

N
A

型
記

録
（D

N
A

型
記
録
取
扱
規
則
第
二
条
第
五
号
の
被
疑
者

D
N
A

型
記
録
を
い
う
。
）
及
び
特
異
行
方
不
明
者
等D

N
A

型
記
録
（
行
方
不
明
者
発
見
活
動
に
関
す
る
規
則
（
平

成
二
十
一
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十
三
号
）
第
二

十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
異
行
方
不
明
者
等

D
N
A

型
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
特
定D

N
A

型
と
を
対
照
し
、
直
ち
に
、
そ
の
結
果
を
当
該
送
信
を

し
た
科
学
捜
査
研
究
所
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

５
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
科
学
捜
査
研
究

所
長
は
、
直
ち
に
、
当
該
通
知
の
内
容
を
第
一
項
に
規

定
す
る
警
察
署
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
死
体D

N
A

型
記
録
の
整
理
保
管
等
）

第
四
条
の
二
　
犯
罪
鑑
識
官
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
死
体D

N
A

型
記
録
の
送
信
を
受
け
た
と
き
は
、
こ

れ
を
整
理
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
犯
罪
鑑
識
官
は
、
死
体D

N
A

型
記
録
の
保
管
に
当
た

っ
て
は
、
こ
れ
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失

又
は
き
損
の
防
止
を
図
る
た
め
必
要
か
つ
適
切
な
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
犯
罪
鑑
識
官
は
、
そ
の
保
管
す
る
死
体D

N
A

型
記
録

が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き

は
、
当
該
死
体D

N
A

型
記
録
を
抹
消
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
対
照
を
し
た
場
合
に

お
い
て
、
当
該
死
体D

N
A

型
記
録
に
係
る
特
定D

N
A

型
が
犯
罪
鑑
識
官
の
保
管
す
る
特
異
行
方
不
明
者
等

D
N
A

型
記
録
に
係
る
特
定D

N
A

型
に
該
当
し
、
当
該

死
体D

N
A

型
記
録
に
係
る
取
扱
死
体
が
当
該
特
異
行

方
不
明
者
等D

N
A

型
記
録
に
係
る
特
異
行
方
不
明
者

（
行
方
不
明
者
発
見
活
動
に
関
す
る
規
則
第
二
条
第

二
項
に
規
定
す
る
特
異
行
方
不
明
者
を
い
う
。
）
で

あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
死
体D

N
A

型
記
録

を
保
管
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き
。

（
死
体
の
引
渡
し
）

第
五
条
　
警
察
署
長
は
、
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
報
告
又
は
死
体
に
関
す
る
法
令
に
基
づ
く
届
出
に
係

る
死
体
（
取
扱
死
体
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
死

体
を
引
き
渡
し
た
と
し
て
も
そ
の
後
の
犯
罪
捜
査
に
支

障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お

い
て
、
当
該
死
体
の
身
元
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き

は
、
速
や
か
に
、
遺
族
そ
の
他
当
該
死
体
を
引
き
渡
す

こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
、
そ
の
後
の
犯

罪
捜
査
又
は
公
判
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
範
囲
内
に
お

い
て
そ
の
死
因
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
の
説
明

を
行
う
と
と
も
に
、
着
衣
及
び
所
持
品
と
共
に
当
該
死

体
を
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

者
に
引
き
渡
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
死
亡
地
の

市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
引
き
渡
す
も
の
と
す
る
。

２
　
警
察
署
長
は
、
前
項
に
規
定
す
る
死
体
に
つ
い
て
、

当
該
死
体
を
引
き
渡
し
た
と
し
て
も
そ
の
後
の
犯
罪
捜

査
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場

合
に
お
い
て
、
当
該
死
体
の
身
元
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
着
衣

及
び
所
持
品
と
共
に
当
該
死
体
を
そ
の
所
在
地
の
市
町

村
長
に
引
き
渡
す
も
の
と
す
る
。

（
書
面
の
徴
取
）

第
六
条
　
警
察
署
長
は
、
法
第
十
条
又
は
前
条
の
規
定
に

よ
る
引
渡
し
を
行
っ
た
と
き
は
、
死
体
及
び
所
持
品
引

取
書
（
別
記
様
式
第
二
号
）
を
徴
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
本
籍
等
の
不
明
な
死
体
に
係
る
報
告
）

第
七
条
　
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四

号
）
第
九
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
死

亡
報
告
書
（
別
記
様
式
第
三
号
）
に
本
籍
等
不
明
死
体

調
査
書
（
別
記
様
式
第
四
号
）
を
添
付
し
て
行
う
も
の

と
す
る
。

２
　
戸
籍
法
第
九
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告

は
、
死
亡
者
の
本
籍
等
判
明
報
告
書
（
別
記
様
式
第
五

号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
母
の
不
明
な
死
産
児
に
係
る
通
知
）

第
八
条
　
死
産
の
届
出
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
二
十
一
年

厚
生
省
令
第
四
十
二
号
）
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
通
知

は
、
母
の
不
明
な
死
産
児
に
関
す
る
通
知
書
（
別
記
様

式
第
六
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
警
察
署
長
は
、
死
産
の
届
出
に
関
す
る
規
程
第
九
条

の
規
定
に
よ
る
通
知
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
死
産

児
の
母
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
同

条
に
規
定
す
る
市
町
村
長
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
警
察
官
が
そ
の
職

務
に
関
し
て
、
発
見
し
、
若
し
く
は
発
見
し
た
旨
の
通

報
を
受
け
、
又
は
警
察
署
長
が
死
体
に
関
す
る
法
令
に

基
づ
く
届
出
を
受
け
て
い
る
死
体
に
係
る
通
報
、
引
渡

し
そ
の
他
行
政
上
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
月
五
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
死
体
取
扱
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
の
施
行

前
に
行
っ
たD

N
A

型
鑑
定
（
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前

のD
N
A

型
記
録
取
扱
規
則
（
以
下
「
旧D

N
A

型
記
録
取

扱
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
号
のD

N
A

型
鑑
定

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
身
元
が
明
ら
か
で
な

い
取
扱
死
体
（
警
察
等
が
取
り
扱
う
死
体
の
死
因
又
は

身
元
の
調
査
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律

第
三
十
四
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
取
扱
死
体

を
い
う
。
）
の
組
織
の
一
部
（
以
下
「
死
体
資
料
」
と

い
う
。
）
の
特
定D

N
A

型
（
旧D

N
A

型
記
録
取
扱
規
則

第
二
条
第
二
号
の
特
定D

N
A

型
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

1



が
判
明
し
て
い
る
と
き
（
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の

死
体
取
扱
規
則
（
以
下
「
新
死
体
取
扱
規
則
」
と
い

う
。
）
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）

は
、
警
察
署
長
は
、
当
該
特
定D

N
A

型
に
係
る
鑑
定
書

の
写
し
を
警
視
庁
、
道
府
県
警
察
本
部
又
は
方
面
本
部

の
鑑
識
課
長
（
以
下
「
鑑
識
課
長
」
と
い
う
。
）
に
送

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
送
付
を
受
け
た
鑑
識
課
長
は
、

当
該
死
体
資
料
の
特
定D

N
A

型
そ
の
他
の
新
死
体
取
扱

規
則
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
警
察
庁
長
官
が
定
め

る
事
項
の
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
警
察
庁
刑
事
局
犯

罪
鑑
識
官
（
以
下
「
犯
罪
鑑
識
官
」
と
い
う
。
）
に
電

磁
的
方
法
に
よ
り
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
作
成
及
び
送
信
は
、
そ
れ
ぞ
れ

新
死
体
取
扱
規
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
作
成

及
び
送
信
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
一
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
犯
罪
捜
査
規
範
、
国
際

捜
査
共
助
等
に
関
す
る
法
律
に
関
す
る
書
式
例
、
警
備

員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係

る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び

業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
、
風
俗
環

境
浄
化
協
会
等
に
関
す
る
規
則
、
遊
技
機
の
認
定
及
び

型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
、
地
域
交
通
安
全
活
動

推
進
委
員
及
び
地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
協
議
会

に
関
す
る
規
則
、
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
、
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為

の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
、
暴
力
団
員
に
よ

る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基

づ
く
意
見
聴
取
の
実
施
に
関
す
る
規
則
、
審
査
専
門
委

員
に
関
す
る
規
則
、
暴
力
追
放
運
動
推
進
セ
ン
タ
ー
に

関
す
る
規
則
、
交
通
事
故
調
査
分
析
セ
ン
タ
ー
に
関
す

る
規
則
、
盲
導
犬
の
訓
練
を
目
的
と
す
る
法
人
の
指
定

に
関
す
る
規
則
、
原
動
機
を
用
い
る
歩
行
補
助
車
等
の

型
式
認
定
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
、
届
出
自
動
車
教

習
所
が
行
う
教
習
の
課
程
の
指
定
に
関
す
る
規
則
、
技

能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
、
運
転
免
許
に
係
る

講
習
等
に
関
す
る
規
則
、
外
国
等
の
行
政
庁
等
の
免
許

に
係
る
運
転
免
許
証
の
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
作
成

す
る
能
力
を
有
す
る
法
人
の
指
定
に
関
す
る
規
則
、
自

転
車
の
防
犯
登
録
を
行
う
者
の
指
定
に
関
す
る
規
則
、

特
定
物
質
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
規
則
、
古
物
営

業
法
施
行
規
則
、
交
通
安
全
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
に
関

す
る
規
則
、
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
再
発
を
防
止
す
る

た
め
の
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
よ
る
援
助
に
関
す
る

規
則
、
無
差
別
大
量
殺
人
行
為
を
行
っ
た
団
体
の
規
制

に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
警
察
庁
長
官
の
意
見

の
陳
述
等
の
実
施
に
関
す
る
規
則
、
運
転
免
許
取
得
者

教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の

規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為

等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
意
見
の

聴
取
の
実
施
に
関
す
る
規
則
、
国
家
公
安
委
員
会
関
係

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
、
特
殊
開
錠
用
具
の
所
持
の
禁
止
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業

を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
等
に
よ
る
被

害
を
自
ら
防
止
す
る
た
め
の
警
察
本
部
長
等
に
よ
る
援

助
に
関
す
る
規
則
、
確
認
事
務
の
委
託
の
手
続
等
に
関

す
る
規
則
、
携
帯
音
声
通
信
役
務
提
供
契
約
に
係
る
契

約
者
確
認
に
関
す
る
規
則
、
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関

す
る
規
則
、
届
出
対
象
病
原
体
等
の
運
搬
の
届
出
等
に

関
す
る
規
則
、
遺
失
物
法
施
行
規
則
、
犯
罪
に
よ
る
収

益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
事
務

の
実
施
に
関
す
る
規
則
、
少
年
法
第
六
条
の
二
第
三
項

の
規
定
に
基
づ
く
警
察
職
員
の
職
務
等
に
関
す
る
規

則
、
被
疑
者
取
調
べ
適
正
化
の
た
め
の
監
督
に
関
す
る

規
則
、
猟
銃
及
び
空
気
銃
の
取
扱
い
に
関
す
る
講
習
会

及
び
年
少
射
撃
資
格
の
認
定
の
た
め
の
講
習
会
の
開
催

に
関
す
る
事
務
の
一
部
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
者

の
指
定
に
関
す
る
規
則
、
行
方
不
明
者
発
見
活
動
に
関

す
る
規
則
、
国
家
公
安
委
員
会
関
係
警
察
等
が
取
り
扱

う
死
体
の
死
因
又
は
身
元
の
調
査
等
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
、
死
体
取
扱
規
則
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事

会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実

施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る

特
別
措
置
法
施
行
規
則
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会

決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施

す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特

別
措
置
法
の
規
定
に
基
づ
く
意
見
の
聴
取
の
実
施
に
関

す
る
規
則
及
び
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け

る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
書
面
に
つ
い
て
は
、
こ

の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
こ
れ
ら
の
規
則
に
規
定
す
る

様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
こ
れ
を
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
一
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お

い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い

る
書
類
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の

様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ

れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
記
様
式
第
１
号
（
第
３
条
関
係
）

別記様式第１号（第３条関係）
（その１）

死 者 身 元 照 会 依 頼 書

作成番号 警察署 年 第 号

性 別 男 ・ 女 年齢 （推定）

人相特徴

死亡又は 日 時 年 月 日午 時 分

死体発見 場 所

死 因

備 考

左示指回転印象 左中指回転印象 左環指回転印象 左小指回転印象 左母指回転印象

2 0 0
右示指回転印象 右中指回転印象 右環指回転印象 右小指回転印象 右母指回転印象 ﾐﾘﾒ

ｰﾄﾙ

左 手 平 面 印 象 右 手 平 面 印 象

母 指 母 指

200 ﾐﾘﾒｰﾄﾙ

（用紙 縦 202 ﾐﾘﾒｰﾄﾙ､横 202 ﾐﾘﾒｰﾄﾙ）

（その２）

作成番号 警察署 年 第 号

性 別 年齢（推定）

人相特徴

死亡又は 日 時 年 月 日午 時 分

死体発見 場 所

死 因 備 考

200
ﾐﾘﾒ
ｰﾄﾙ

紋

左

← 掌

掌 ↑

右

紋

2 86ﾐﾘﾒｰﾄﾙ

（用紙 日本産業規格Ａ４）

2



別
記
様
式
第
２
号
（
第
６
条
関
係
）

死体及び所持品引取書

年 月 日

警察署長 殿

引取者

住居

職業

氏名

年齢

死亡者との続柄

次の死体及び所持品を引き取りました。

１
死 亡 者 の

本籍(国籍)
死産児の父母の

２
死 亡 者 の

住居
死 死産児の父母の

死亡者の氏名、年齢(推定

体
３
年齢)及び性別

死産児の性別及び妊娠月数

４
死亡者の

人相､体格､特徴等
死産児の

所 持 品 目 録

品 名 数 量 備 考

注意 １ 引取者が市区町村長の場合は、その職名及び氏名のみを記載すること。

２ 必要でない事項は、消すこと。

（用紙 日本産業規格Ａ４）

別記様式第２号（第６条関係）

別
記
様
式
第
３
号
（
第
７
条
関
係
）

死 亡 報 告 書

年 月 日

市区町村長 殿

警察署

官職 ,

死亡者の本籍が明らかでない（死亡者を認識することができない）死体を

取り扱ったので、戸籍法第92条第１項の規定により、本籍等不明死体調査書を

添えて報告します。

注意 必要でない事項は、消すこと。

（用紙 日本産業規格Ａ４）

別記様式第３号（第７条関係）

別
記
様
式
第
４
号
（
第
７
条
関
係
）

本 籍 等 不 明 死 体 調 査 書

年 月 日

警察署

官職 ,

１ 発見状況

発見日時

年 月 日午 時 分

発見場所

発見の状況

２ 死亡者

人相、体格、推定年齢、性別、特徴等

着衣及び所持品

３ 死亡の原因等

死亡の日時（不明のときは、推定）

年 月 日午 時 分

死亡の場所（不明のときは、推定）

死因

４ 備考

（用紙 日本産業規格Ａ４）

別記様式第４号（第７条関係）

別
記
様
式
第
５
号
（
第
７
条
関
係
）

死亡者の本籍等判明報告書

年 月 日

市区町村長 殿

警察署

官職 ,

死亡者の本籍が明らかでない（死亡者を認識することができない）ため、貴職に報告した死

体については、次のとおり判明したので、戸籍法第92条第２項の規定により報告します。

当 死 亡 報 告 年 月 日

該

死

亡

報 そ の 他 死 体 を

告 特 定 す べ き

に 事 項

係

る

死

体

本 籍 （ 国 籍 ）

判

筆 頭 者 の 氏 名

明

住 居

し

た 氏 名

事 生 年 月 日

項 性 別

備 考

注意 必要でない事項は、消すこと。

（用紙 日本産業規格Ａ４）

別記様式第５号（第７条関係）

3



別
記
様
式
第
６
号
（
第
８
条
関
係
）

母の不明な死産児に関する通知書

年 月 日

市区町村長 殿

警察署

官職 ,

母の不明な死産児に関し、死産の届出に関する規程（昭和 21年厚生省令第

42号）第９条の規定により、死胎検案書を添えて通知します。

注意 必要でない事項は、消すこと。

（用紙 日本産業規格Ａ４）

別記様式第６号（第８条関係）
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